
最
低
賃
金
の
改
定

　

こ
こ
数
年
、最
低
賃
金
の
上
昇
ピ
ッ
チ
が
一
昔
前
に
比

べ
る
と
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。政
府
と
し
て
は
、ま
ず
は

８
０
０
円
、そ
し
て
１
０
０
０
円
と
い
う
目
標
値
が
あ
る
よ

う
で
す
。

　

最
低
賃
金
の
上
昇
は
国
策
に
よ
る
定
期
昇
給
み
た
い
な

も
の
で
す
か
ら
、最
低
賃
金
ベ
ー
ス
で
働
く
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

に
と
っ
て
は
、す
べ
て
良
し
に
み
え
ま
す
が
、扶
養
の
範
囲
内

（
所
得
税
１
０
３
万
円
、社
会
保
険
１
３
０
万
円
）で
働
く

こ
と
を
希
望
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
も
結
構
な
数
存
在
し

ま
す
。こ
の
場
合
、時
間
給
が
上
が
っ
た
こ
と
に
よ
り
、所
定

労
働
時
間
を
短
縮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

も
出
て
く
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。そ
う
な
れ
ば
、人
員
配
置

の
見
直
し
を
迫
ら
れ
ま
す
。平
成
19
年
の
６
５
７
円
か
ら
約

６
．７
％
の
上
昇
で
す
か
ら
、扶
養
の
範
囲
ギ
リ
ギ
リ
で
働
い

て
い
る
方
は
、こ
の
間
、総
所
定
労
働
時
間
を
６
．７
％
短
縮

し
て
い
な
い
と
扶
養
の
範
囲
か
ら
は
み
出
て
い
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

上
昇
の
ピ
ッ
チ
は
自
民
党
政
権
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、年
末
忙
し
い
時
期
に
休
ま
れ
る
こ
と

が
無
い
よ
う
、パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
労
働
時
間
管
理
・
人
員
配

置
に
は
、こ
れ
ま
で
以
上
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
山
口
県
の
最
低
賃
金

　

10
月
10
日
よ
り
左
記
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　
な
ん
と
も
中
途
半
端
な
数
字
で
す
ね
。求
人
票
に
お
い
て
、

７
０
１
円
で
提
示
す
る
会
社
と
、端
折
っ
て
７
１
０
円
で
提

示
す
る
会
社
と
、対
応
が
分
か
れ
そ
う
で
す
。時
給
者
は
、シ

ン
プ
ル
で
分
か
り
や
す
い
で
す
が
、月
給
者
は
、時
給
の
よ
う

に
一
律
に
定
額
で
は
な
い
の
で
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
月
給
制
に
お
け
る
最
低
賃
金

①
週
40
時
間
制
の
場
合

　

多
く
の
事
業
所
が
採
用
し
て
い
る
１
年
単
位
の
変
形
労

働
時
間
制（
以
下
、１
年
変
形
制
）で
す
が
、こ
の
場
合
、法
定

労
働
時
間
ギ
リ
ギ
リ
で
制
度
設
計
し
て
い
る
の
が
通
常
で

し
ょ
う
。

　　

年
間
総
所
定
労
働
時
間
の
上
限
は
、２
０
８
５
時
間
と

な
り
ま
す
。こ
れ
を
12
で
除
す
と
、１
ヶ
月
平
均
の
所
定
労

働
時
間
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
１
７
３
．７
５
時
間
に
７
０
１
円
を
乗
ず
る
と
、

　

週
40
時
間
制
の
事
業
所
の
最
低
賃
金
月
額
は
、概
ね

　
　
　
　
　
＊
１
２
１
，８
０
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
が
目
安
と
な
り
ま
す
。

②
週
44
時
間
制
の
場
合

　

週
44
時
間
制
の
場
合
は
、１
年
変
形
制
を
採
用
す
る
と
、

週
44
時
間
制
の
特
例
措
置
は
利
用
で
き
な
い
の
で
、１
ヶ
月

当
た
り
の
最
長
所
定
労
働
時
間
を
算
出
し
ま
す
。

　
こ
の
１
９
４
時
間
に
７
０
１
円
を
乗
ず
る
と
、

　

週
44
時
間
制
の
事
業
所
の
最
低
賃
金
月
額
は
、概
ね

　
　
　
　
　
＊
１
３
６
，０
０
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
が
目
安
と
な
り
ま
す
。

　

以
上
、週
40
時
間
制
と
、週
44
時
間
制
の
ケ
ー
ス
を
計
算

し
て
み
ま
し
た
が
、所
定
労
働
時
間
が
法
定
労
働
時
間
よ
り

短
い
事
業
所
も
あ
る
で
し
ょ
う
。そ
の
場
合
は
、１
ヶ
月
の
所

定
労
働
時
間
に
７
０
１
円
を
乗
じ
た
額
が
月
給
制
に
お
け

る
最
低
賃
金
と
な
り
ま
す
。

※
所
定
労
働
時
間
と
は

　

事
業
所
が
定
め
た（
就
業
規
則
、雇
用
契
約
書
に
お
い
て
）

労
働
時
間
の
こ
と
。法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
こ
と
は
無
い

が（
あ
れ
ば
違
法
状
態
）、１
日
の
労
働
時
間
が
８
時
間
未
満

だ
っ
た
り
、休
日
数
が
多
い
事
業
所
は
法
定
労
働
時
間
を
下

回
る
こ
と
は
あ
る
。

●
最
低
賃
金
の
対
象
と
な
る
固
定
賃
金

　

月
給
者
の
最
低
賃
金
を
算
出
す
る
場
合
、基
本
給
の
他

に
諸
手
当
を
含
め
ま
す
。

①
基
本
給

②
諸
手
当

　

た
だ
し
、諸
手
当
の
う
ち
、以
下
の
手
当
は
除
外
さ
れ
ま

す
。

　

・
精
皆
勤
手
当

　
　
　

変
動
給
的
要
素
な
の
で
除
外
さ
れ
ま
す
。

　

・
通
勤
手
当

　
　
　

実
費
弁
償
的
要
素
な
の
で
除
外
さ
れ
ま
す
。

　

・
家
族
手
当

　
　
　

属
人
的
要
素
な
の
で
除
外
さ
れ
ま
す
。

　

・
臨
時
的
手
当

　
　
　

変
動
給
的
要
素
な
の
で
除
外
さ
れ
ま
す
。

変
更
前

６
９
０
円

変
更
後

７
０
１
円

40
時
間
×（
３
６
５
日 

÷ 

７
週
） 

≒ 

２
０
８
５
時
間

２
０
８
５
時
間 

÷ 

12  

＝ 

１
７
３
．７
５
時
間

１
７
３
．７
５ 

× 

７
０
１ 

≒ 

１
２
１
、７
９
９
円

44
時
間 

× （
31 
÷ 
７
） 

≒ 

１
９
４
時
間

１
９
４ 

× 

７
０
１ 

≒ 

１
３
５
、９
９
４
円
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